
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  社協
しゃきょう

だより 
社会福祉法人滝上町社会福祉協議会 

滝上町濁川中央 電話 0158-29-3390 

F a x  0158-29-3392 

 

令和４年１１月発行 

１５４号 



９月２６日に滝上中学校が実施した１

日防災学校にお邪魔し、防災グッズの配

付・説明を行いました。翌日は滝上小学

校で役場防災係と連携して災害・防災に

関する授業を３年生と６年生に行い、全

児童に防災グッズを配付しました。 

災害・防災に関する授業では３年生は

防災○×クイズを実施し、クイズを通じ

て災害・防災に関する理解を深めました。

６年生はごみ袋でアウターを作るなど、

身近なもので防寒グッズを作成しました。 

今回配付した防災グッズは、ウォーターボトル、ハンディライト、ホイッス

ル、アルミブランケット、カラビナキーホルダー、非常食です。これらは必要

な防災グッズの一部ですので、起こり得る災害を想定して日頃から防災グッズ

を備えることが肝心となります。 

 なお、濁川小学校では１１月に配付を予定しております。 

自分の身は自分で守る！ 小中学生に防災の意識を 

今回の防災グッズの配付は昨年度、町民の皆様にご協力いただいた赤い羽

根共同募金の助成を受けて行いました。募金へのご協力ありがとうござい

ました。 



協力法人・団体・施設一覧 

今年も多くの町民の方や法人・団体・施設に、社協会員のご協力をいただき

ありがとうございました。納付いただいた会費は社協が実施する事業に活用さ

せていただきます。 

(有)井上牧場  (株)百笑たきのうえ  (有)滝上町農業振興公社 

滝上町高齢者事業団  滝上産業(株)  滝上町老人クラブ連合会 

(株)ニチモク林産北海道 滝上工場  (株)オクダ工業  (特養)渓樹園 

(福)滝上福祉会  濁川にこにこクラブ  (福)滝上ハピニス 

滝上リハビリセンター  滝上町遺族会  (有)スーパーいわさ   

(資)ウエムラ  (一社)滝上町観光協会  (有)岸苗畑  滝上町商工会 

(株)グリーンたきのうえ  滝上町森林組合  (株)たきのうえドリーム 

(有)東光  (有)商売繁盛 洋品のとがし  (有)中津自動車整備工場 

(資)前山朝日堂  (有)アースコーポレーション  (株)阿部金物 

井上産業(株)  江本木材産業(株)  オホーツクはまなす農協滝上支所 

(有)佐藤重工  (株)菅原金物店  (株)菅原設備工業   

(有)滝上自動車工業  滝上エネルギー(株)  (有)タケバヤシ光電舎 

浜中建設(株)  (株)菊地組  滝上運輸(株)  (有)ホープ 

はまなす生コンクリート工業(株)  秋山電気(株)  大原建設(株) 

札久留長寿クラブ  滝上長寿クラブ  (株)村田牧場   

(有)内藤牧場  (株)月のチーズ  二区瑞穂クラブ  (株)千葉牧場 

※順不同・敬称略   

    
 

                

 

 

 

 

 

 

 

社協会員へのご協力ありがとうございました 

○一般会員 802件 802,000円    ○団体会員 ７件  21,000円 

○賛助会員  23件  46,000円    ○施設会員 ２件  10,000円 

○特別会員  ９件  27,000円       計     1,032,000円 

  ○法人会員  42件 126,000円       令和４年１０月６日現在 



 

赤い羽根共同募金運動 

オリジナルグッズ 

５００円以上の寄付をしていただくと 

これらの から１つ進呈 

ご希望の方は、共同募金委員会（29-3390）までご連絡ください。 

※町内会に依頼している封筒の戸別募金とは取り扱いが別になります。 

 

 

１０月１日より赤い羽根共同募金運動が始まりました。 

滝上町共同募金委員会は町内会の方たちに協力をしていただきチラシと募金

袋を各戸配布させていただいております。 

封筒による戸別募金は１０月３１日まで行っております。 

募金のご協力よろしくお願いいたします。 

 

お寄せいただいた募金は町内の福祉団体や福祉活動に助成・活用されます。 

 

 

 



   

 

たすけ愛ボランティアとは・・・ 
日常のちょっとした困りごとを解決する有償のボランティア制度 

ボランティアを依頼したい方 

 

困りごとを 

社会福祉協議会

へ連絡 

ボランティアの方が 

困りごとを解決 
職員が利用料を集金 

〇活動した方には 1回５００円を支給 

社会福祉協議会から 

活動日の確認の連絡 

利用者宅で活動し、 

活動報告書を社会福祉 

協議会へ提出 

社会福祉協議会から 

謝礼金の支払い 

〇１８歳以上の元気な方！ 

ボランティア内容 

〇対象者は ①要介護・要支援認定を受けている 

②障害者手帳の交付を受けている 

③病中・病後・怪我などの理由により生活上支障がある 

                     上記のいずれかに該当する方 

〇利用時間は１時間で、料金は 300円 

 
        

掃除、洗濯、調理、電球交換、家周りの軽作業、支払い代行、買い物、散歩

の付き添い、各種申請手続き支援、タンス・衣類整理、話し相手、ペットの

散歩、スマホ操作支援、ゴミ出し 

ボランティア活動をする方 

たすけ愛ボランティアの利用・活動登録を希望する方は 

社会福祉協議会までご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

永年にわたり福祉活動を行い地域福祉に貢献された方に会長表彰を授与し、

多額の寄付をされた方に感謝状を授与しました。福祉の増進にご協力いただき

ありがとうございました。 

【会長表彰】阿部 信子（新町・ボランティア活動者） 

           籠尾 正信（新町・保護司） 

【感 謝 状】平野トヨ子（旭町）         敬称略 

令和４年度社協会長表彰・感謝状授与 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心温まるご寄附をいただきありがとうございました 

（令和４年７月１６日～令和４年１０月１４日） 

○滝  美  町  大内 弘之 様 

○濁川みどり町  安部 芳子 様 

お寄せいただいた寄付金は福祉事業に活用させていただきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オホーツク相談センターふくろう 

オホーツク相談センターふくろうでは、暮らしの中の困りごとに 1 人ず

つ寄り添いながらお話を聞き、解決に向けて一緒に考えていきます。 

たとえば・・・ 

○引きこもりの子どもにお金を無心されて困っている 

○家庭に余裕がなく、子どもの教育に手が回らない 

○お酒やギャンブルがやめられなくて、家計が苦しい 

「こんなこと相談していいのかな？」というようなことでも、まずはお

聞かせください。相談は無料です。解決に向けて継続的にサポートしてい

きます。相談を受けたことに関して秘密は守ります。 

※滝上町での出張相談もあります 

 日程：11/2（水）、12/1（木）、1/5（木）、2/1（水）、3/1（水） 

 時間：10時～15時（前日 12時までに事前予約必要） 

 場所：文化センター 

オホーツク相談センターふくろう 

〒090-0064 北見市美芳町 5-2-13 エムリンクビル 2階 

電話 0157-25-3110 
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